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令和２年度事業報告書 

 

1.法人の長によるメッセージ 

国立研究開発法人国立環境研究所（以下「国環研」という。）は、国立の研究機関としては唯一、

広い範囲の環境課題に取り組む機関です。1974年に国立公害研究所として発足し、1990年代には気

候変動をはじめとする地球規模・国際規模の課題にも研究の対象を広げて今日に至っています。こ

れまで一貫して、環境課題への学際的な取り組み、環境問題を経済・社会的な課題と同時に解決す

るための統合的な研究の先導、環境政策に資する科学的知見や研究ツールの提供、大学・地域の環

境研究拠点・民間企業等との連携強化、環境課題への国際的な取り組みに対する貢献や連携を進め

てきました。  

国環研は2001年の独立行政法人化以来、5年ごとの活動計画（中長期計画）に従ってその研究活

動を進めており、本報告の令和2年度は、第4期（2016～2020年度）の最終年度にあたります。第4

期は、その初年度に、東日本大震災と原発事故による環境課題への対処のため「福島支部」を開設

し、翌年度には、琵琶湖の水質と生態系の課題への取り組みを本格化すべく「琵琶湖分室」を設置、

さらには、2018年に成立した気候変動適応法に規定された新規業務に対応するため、つくば本構内

に「気候変動適応センター」を開設しました。このように第4期は、国環研にとって、社会・行政

のニーズを反映して組織や研究内容を大きく展開する期間となりました。幸い、どの新事業も順調

に立ち上げることができ、また、従前から取り組んできた研究プログラムや、地方と連携して実施

する実践的研究も含め、第4期の業務実績に関しては、国環研で設置した外部研究評価委員会並び

に環境省国立研究開発法人審議会のいずれにおいても高い評価をいただくことができました。特に、

第4期最終年度は、新型コロナウイルスにより、様々な不自由がありましたが、テレワークやオン

ライン会議等に速やかに対応し、また、研究成果のコミュニケーションや解説にオンライン配信を

これまで以上に多用するなど、研究や広報活動のレベルを維持することができました。 

近年激しい気象災害が相次いで我が国を襲い、気候変動に伴う極端気象の増加、激化への対応が

強く求められています。内閣府と環境省は2020年6月に、「気候変動×防災」に関する共同メッセ

ージを発表し、2020年10月には、菅総理が、我が国は2050年にカーボンニュートラル達成を目指す

ことを宣言しました。第4期最終年は大きな節目の年でした。米国もパリ協定に復帰し、産業界も

脱炭素へ大きく動き始めています。国環研は、2021年度から第5期中長期計画を開始します。これ

までの積み重ねの上に立って、さらに積極的に研究活動を推進してゆく所存ですが、社会が大きな

変革に向けて正念場を迎えるこの時、国環研も社会の決断を科学から支えるその使命を果たす重要

な局面を迎えているものと身が引き締まります。国環研は、環境に関する広範囲の専門家を擁して

います。そのことにより、様々な環境問題を扱えるだけではなく、問題を様々な角度から多面的に

検討し、対策や解決の指針を提示することができるはずです。再生可能エネルギーの拡大と生態系

保護をどう両立させるか、などはその典型だと思います。 

国立研究開発法人として、研究成果の最大化、そして社会の意思

決定への支援を、関係機関とも協力しながら果たしてゆく決意です

が、一方で、創立半世紀を迎えつつあるキャンパス諸施設の老朽化

は著しく、中には危険なレベルに近づきつつある箇所もあります。

これまでも整備改修に努めてきたところではありますが、2019年に

公開したキャンパスマスタープランを、環境と調和し、脱炭素にも

貢献する国環研らしいやり方で実現したいと考えています。同様の

老朽化問題を抱える近隣の機関と協力、連携してゆくことも有効か

と思います。 

他機関や地方のみなさまと協力することによって、われわれの

活動は一層意義のあるものとなると思います。みなさまのご支援

とご鞭撻をお待ちしています。 
 

 

 

国立研究開発法人国立環境研究所 

理事長 木本 昌秀 
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2.法人の目的、業務内容 

（1）法人の目的 
国環研は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全に関する

調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、及び環境の保全に関する

知識の普及を図ることを目的としています。 

（国立研究開発法人国立環境研究所法第3条） 

 

（2）業務内容 
当研究所は、上記の目的を達成するため、次の業務を行っています。 

 

（国立研究開発法人国立環境研究所法第11条） 

 ① 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人の活動によ

る環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を低減するための方策に関

する研究その他環境の保全に関する調査及び研究（水俣病に関する総合的な調査及び研究を除

く。）を行うこと。 

 ② 環境の保全に関する国内及び国外の情報（水俣病に関するものを除く。）の収集、整理及び  

提供を行うこと。 

③  上記の業務に附帯する業務を行うこと｡ 

 ④  気候変動適応法（平成30年法律第50号）第11条第1項に規定する業務を行うこと。 

 

3.政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

（1）中長期目標期間における国の政策体系上の国立環境研究所の位置付け 
国立研究開発法人国立環境研究所（以下「国環研」という。）は、我が国の環境科学における中

核的研究機関であり、その活動は、国の環境政策への科学的、技術的基盤を提供するとともに、

環境基本法（平成5年法律第91号）第30条において国が環境の保全に関する科学技術の振興のため

に講ずべきとされる「研究開発の推進及び成果の普及、研究者の養成」等について、環境研究・

技術開発の面から、大きく貢献してきました。改正独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。

以下「通則法」という。）により平成27年4月より国立研究開発法人となった国環研は、前述の役

割を踏まえつつ、今後も、活動の成果が環境政策や社会実装を通じ、現在及び将来の国民の健康

で文化的な生活の確保に寄与するため、研究開発等を推進していきます。 

 

（2）国立環境研究所の役割（ミッション） 
国環研は、通則法第2条第3項に基づき、国立研究開発法人として、我が国における科学技術の水

準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確

保することとされています。また、国環研は、国立研究開発法人国立環境研究所法（平成1年法律

第216号。以下「国環研法」という。）第3条に基づき、「地球環境保全、公害の防止、自然環境

の保護及び整備その他の環境の保全（良好な環境の創出を含む。以下「環境の保全」という。）

に関する調査及び研究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、及び環境の保全

に関する知識の普及を図ること」を目的として、国環研法第11条に基づく次の業務を行うことと

されています。 

 

① 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人の活動による環

境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を低減するための方策に関する研

究その他環境の保全に関する査及び研究（国環研法第11条第1項第1号。以下「環境研究に関する

業務」という。）。 

 

② 環境の保全に関する国内及び国外の情報の収集、整理及び提供（国環研法第11条第1項第2号。以

下「環境情報の収集、整理及び提供に関する業務」という。）。 

 

③ 気候変動適応法（平成30年法律第50号。以下「適応法」という。）第11条第1項に関する業務

（国環研法第11条第2項。以下「気候変動適応に関する業務」という。）。 
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＜研究所の沿革＞ 

 

 

 

 

 

(3)国の政策・施策・事務事業との関係 
中長期的に目指すべき社会像の実現に向けて、今後5年間で重点的に取り組むべき環境分野の研

究・技術開発の課題等についてとりまとめた「環境研究・環境技術開発の推進戦略について」（平

成27年8月20日中央環境審議会答申。以下「推進戦略」という。）において、国環研は、我が国の

環境科学分野における牽引的な役割を担い続けるとともに、環境政策の決定において有効な科学的

知見を提示し、政策の具体化、実施の場面においても科学的側面からリーダーシップを発揮するこ

とが期待されています。具体的には、環境研究の中核的研究機関として、経済・社会的な課題の解

決をも見据えた統合的な研究の先導、行政施策に資する科学的知見の提供等の推進、大学・地域の

環境研究拠点・民間企業等との連携強化、国際的な連携の推進に取り組むべきとされています。 
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4.中長期目標 

（1）概要 
第4期中長期目標の期間は、平成28年度から令和2年度までの5年間となっており、令和2年度が

第4期の最終年度にあたります。 

中長期目標においては、国環研は我が国の環境科学における中核的研究機関と位置付けられ、

活動の成果が環境政策や社会実装を通じ、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄

与するため、研究開発等を推進していくことが求められています。 

国環研は、国立研究開発法人国立環境研究所法第3条に基づき、環境の保全に関する調査及び研

究を行うことにより、環境の保全に関する科学的知見を得、及び環境の保全に関する知識の普及

を図ることを目的として、①環境研究に関する業務、②環境情報の収集、整理及び提供に関する

業務、③気候変動適応に関する業務を行うこととされています。 

 

詳細につきましては、第4期中長期目標をご覧ください。 

 

（2）一定の事業等のまとまりごとの目標 

国環研は、中長期目標における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情

報を開示しています。 

具体的な区分名は、以下のとおりです。 
① 環境研究に関する業務 

② 環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 

③ 気候変動適応に関する業務 

 

5.法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

国環研は、研究所としての理念を示す「憲章」の中で「人びとが健やかに暮らせる環境を守り育

むための研究」によって社会に貢献することを謳っています。すなわち、国環研で行う環境研究の

究極の目的は人間の健康や福利であるということで、これは国環研の不変のスタンスであると言え

ます。 

この理念の実現に向けて、国環研は、第4期さらに第5期中長期目標・中長期計画に基づき、国内

外の環境研究の中核的研究機関として、研究能力の一層の向上を図り、環境政策の形成や国民の意

思決定の根拠となる科学的知見を、強い責任感を持って提供することを目指します。併せて、この

ような研究と密接不可分な衛星観測や大規模疫学調査等を含む、技術開発、データ取得・解析、環

境試料の保存・提供、研究成果の分かりやすい提供、技術的助言の実施などの活動も着実に継続し

ます。 

環境に関する様々な課題の解決のため、国環研の特長である、自然科学から人文社会科学までの

環境科学分野全体を俯瞰した広範囲な研究、基礎から政策貢献・社会実装を目指した応用までの総

合的研究を推進し、設立以来培ってきた国内外の信頼に基づく密な研究ネットワークをさらに発

展・充実させます。そして、広く環境問題の予測と解決に資する高い水準の研究を実施します。 

このことを第4期では4つのキーワード、「束ねる」（環境科学分野全体を俯瞰した広範囲な研

究）、「繋ぐ」（基礎から社会実装を目指した総合的研究）、「結ぶ」（国内外の研究ネットワー

クの発展・充実）、「引っ張る」（高い水準の研究を牽引する）で表しました。第5期でもこれら

の理念の重要性は変わりません。特に、社会が大きな変革を目指すこのとき、その意思決定と実践

の道筋について、最新の、そして偏りのない科学知見をもって支援してゆく国環研の役割もまた正

念場を迎えているということを強く意識せねばなりません。 

環境問題に限らず、あらゆる意思決定は不確実性やリスクを踏まえた上でなさざるを得ません。

不確実性やリスクの定量化・低減、未知のリスクの発見に、科学研究が貢献せねばなりません。特

に環境問題の多くにおいては、複合する多数の要因の間で不確実性が影響し合い、増幅するという

ことが起こります。個々の要因に対する知見の深化とともに、複雑な全体系を俯瞰する視点も重要

になってきます。第5期では、前期までの実績を踏まえ、新たに8つの戦略研究プログラムを設定し

て分野横断研究チームを組み、課題解決を目指すこととしました。 
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国立公害研究所としての設立からおよそ半世紀を経て、国環研の扱う問題も、ローカルな「今そ

こにある問題」の解明・解決を目指すものから、地球規模のグローバルなものを含め「まだ見えて

いない」問題を予測し、回避するものへと対象が拡がってきました。問題がグローバルに起こって

いたとしても、対策は地域のローカルな事情を踏まえて立てなくてはなりません。国環研の研究も、

ローカルとグローバルの両視点を十分に意識して取り組んでゆきます。 

多くの環境問題で、その原因・結果が複雑化するとともに、広く社会の経済活動やライフスタイ

ルとも深く関係するようになってきています。国環研では多くの研究プログラムで、環境経済学な

ど社会科学の研究者が参加し、新たな視点からの解析を進めていますが、複雑化・多角化する環境

問題において社会科学的視点を国環研の中だけでカバーすることは難しくなってきます。他機関と

の連携を一層強化するよう取り組みを進めていきます。 

環境問題の解決やそのための社会変革の意思決定は、社会一般の人々によってなされます。未知

の事象や不確実性を含む環境問題に対して十分なご理解とご納得をいただくことが問題解決には不

可欠で、そのための対話や協働も、環境問題に対する知見深化の研究と同様に重要と考えます。研

究所として、一般への解説や成果の分かりやすい伝達に力を入れることに加えて、個々の研究者が

自由にメッセージを発信することも奨励してゆきます。先に述べた科学的な知見に伴う不確実性を

どのように伝えるかは大きな課題の一つです。一方的な発信のみならず、ステークホルダーのみな

さまとの双方向対話を充実させることが肝要と心得ます。このため、第5期においては新たに連携

推進部を設置し、関係主体との連携、対話・協働の機能の組織的強化を図ることといたしました。 

研究に基づく国環研のメッセージに一般のみなさまが共感していただき、ともに環境問題の解決

を目指してゆくためには、そもそもその研究が国際的な高いレベルで行われていることが大前提で

す。外部研究評価や国立研究開発法人審議会では、研究の国際性や国際認知度について高くご評価

いただいているところですが、これに加えて2015年からは10名ほどの海外研究者にご助言を頂いた

り、意見交換を行う場として国際アドバイザリーボード（IAB）を実施してきています。国環研で

は研究者レベルでの海外の研究者との交流はもちろん、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)や国

連環境計画(UNEP)などの国際的活動にも参加・貢献してきました。国際的イニシアティブであるフ

ューチャーアースでも国環研は日本ハブの主要メンバーとして活動しています。また、日韓中3カ

国環境研究機関長会合（TPM）はこれまでに17回の開催を重ね、アジア諸国との対話を行うNIES国

際フォーラムも2015年度から始めています。ウイルス禍による移動制限もありますが、オンライン

を活用してこれらの国際連携活動を継続します。こうした国際活動の拡大の一方で、国環研内の外

国籍の研究者の割合は決して多くはありません。さらに多くの海外の研究者に来ていただけるよう

取り組みを拡大してゆきます。 

人間活動が環境を改変し、その影響が翻って人間生活に影響します。そして環境や人間活動の変

化に伴い環境問題もその範囲や性質がどんどん変化してゆきます。環境をよりよく知り、環境と人

類の共生を目指すため、国環研は常に新しい課題に対してチャレンジングな研究活動を展開してま

いる決意です。多方面からのご支援、ご鞭撻をあらためてお願い申し上げます。 

  ↑フューチャーアースサミット 
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6.中長期計画及び年度計画 

国環研は、中長期目標を達成するための中長期計画と当該計画に基づく年度計画を作成しています。 

第4期中長期計画においては、研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項は、 

「１．環境研究に関する業務」、「２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務」及び「３．気候変動

適応に関する業務」を一定の事業等のまとまりと捉えることとしています。 

各業務の概要は下表の通り、中長期計画及び年度計画の概要は次頁の通りです。 

 

 
 

 
 

 

１．環境研究に関する業務 

 （１）重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進 第 4期中長期目標期間（平成 28～令和 2 年度）においては、国立研究開発法人として、自

ら実施する研究開発により創出された直接的な成果のみならず、他機関との連携・協力を通

じて我が国全体としての研究開発成果を最大化する使命が明示された。 

この実現のために、我が国における環境研究の方向性を示す「環境研究・環境技術開発の

推進戦略」で示されている 5 つの研究領域に対応した低炭素、資源循環、自然共生、安全確

保及び統合の 5 つの課題解決型研究プログラムと、環境回復研究、環境創生研究及び災害環

境マネジメント研究からなる 3 つの災害環境研究プログラムを設定し、従来の個別分野を超

えた連携により、統合的に研究を推進している。 

また、第 3 期に引き続き基盤的調査・研究や環境研究の基盤整備を推進するとともに、衛

星観測に関する研究事業、子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）に関する

研究事業等の研究事業を展開している。 

  ①課題解決型研究プログラム 

  ②災害環境研究プログラム 

 （２）環境の保全に関する科学的知見の創出等の推進 

 

 （３）国内外機関とのネットワーク・橋渡しの拠点と 

してのハブ機能の強化 

 （４）研究成果の積極的な発信と政策貢献・社会貢献の推進 

 

２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 

 環境の保全に関する国内外の情報の収集・整理・提供、研究成果の出版・普及及び国立環境研究所ホームページの運営、並びにコンピュータシステム・ネ

ットワークシステムの運用・管理を行い、国民等への環境に関する適切な情報の提供サービスを実施している。 

３．気候変動適応に関する業務 

 平成 30 年 12 月 1 日の気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号）の施行をうけて、気候変動適応センターを開設し、気候変動適応情報の収集・整理・分

析・提供、地方公共団体及び地域気候変動適応センターにおける気候変動適応に関する取組に対する技術的助言及び気候変動適応に関する研究に一体的に

取り組んでいる。 
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詳細につきましては、中長期計画及び年度計画をご覧ください。 

7.持続的に適正なサービスを提供するための源泉
（1）ガバナンスの状況

ガバナンスの体制は下図の通りです。平成26年の独立行政法人通則法の一部改正等を踏まえ、「国

立研究開発法人国立環境研究所における業務の適正を確保するための基本規程」を平成27年4月に制定

しました。また、平成29年3月に制定した「内部統制推進に関する基本方針」に基づき、業務の効率化

との両立に配慮しつつ、内部統制委員会、モニタリング体制など内部統制システムの運用を推進してい

ます。全所員を対象に内部統制に関する研修を実施するなど、職員の教育及び意識向上を積極的に進め

ています。内部統制システムの整備に関する事項の詳細については、業務実績等報告書をご覧ください。 
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（2）役員等の状況 

①役員の状況                          （令和3年3月31日現在） 

 
  ②会計監査人の氏名または名称 

有限責任あずさ監査法人 
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（3）職員の状況  

常勤職員は、令和2年度末において295人（前年度末比2人増加、0.68％の増）であり、平均年齢は

44.7歳（前年度末44.2歳）です。このうち、国等からの出向者は28人、クロスアポイントメント制

度を適用している者は5人、令和3年3月31日の退職者は15人です。 

また、人材確保・育成として、「第5期科学技術基本計画」（平成28年1月22日閣議決定）を踏ま

え、研究者の円滑な人事交流による研究の活性化を促進し優れた人材の確保を図るため、クロスア

ポイント制度及び年俸制を活用するとともに、ホームページで次世代育成支援などの所内の取り組

みを紹介するなど、優秀な人材が集まりやすい環境を整備する取り組み等を実施しています。 

 

 

（4）重要な施設等の整備等の状況   
①当事業年度中に完成した主要施設等 

    当事業年度中に完成した主要施設等はありません。 

 

②当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

    当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充はありません。 

 

③当事業年度中に処分した主要施設等 

    売却：当事業年度中に売却した主要施設等はありません。 

    除却：当事業年度中に除却した主要施設等はありません。 

 

④キャンパスマスタープラン 

国環研は、設立から半世紀近く経過したことにより、施設・設備の老朽化が深刻化しているこ

とから、約30年かけて更新する「国立環境研究所つくば本構マスタープラン」を策定し、2019年

度に公開しました。 

「環境創造型キャンパス」を実現するために、低炭素性、共創性、生態系との親和性の3つの理

念を掲げています。低炭素性の目標として、CO2排出量を80％以上削減するため、施設の集約化と

建物のZEB化を進め、太陽光などの再生可能エネルギー発電の導入や再エネ由来電力の購入を行い、

エネルギー需給を高度に制御するCEMS・BEMS及びAIの導入を検討することとしています。 

今後、キャンパスマスタープランの実現に向け、同様に老朽化の問題を抱える他機関とも連携

していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細につきましては、国立環境研究所つくば本構キャンパスマスタープランをご覧ください。 
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（5）純資産の状況   
①資本金の額及び出資者ごとの出資額                  （単位:百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 36,793 - - 36,793 

資本金合計 36,793 - - 36,793 

 

②目的積立金の申請状況、取崩内容等                  （単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

前中長期目

標期間繰越

積立金 

47 - 21 26 

目的積立金

合計 

47 - 21 26 

前中長期目標期間繰越積立金取崩額21百万円は、前中長期目標期間において自己財源で取得した

固定資産の減価償却費及び除却相当額の合計額並びに前払費用の費用処理額の合計額になります。 

 

 

（6）財源の状況   
①財源の内訳 

                                   （単位:百万円） 

区分 金額 構成比率（%） 

運営費交付金 16,907 81.4％ 

施設整備費補助金 132 0.6％ 

受託収入 3,749 18.0％ 

合計 20,788 100％ 

 

②自己収入に関する説明 

    当法人における自己収入として受託収入があります。受託収入の内訳は、環境省等の政府機関と

の研究受託による収入が1,935百万円、環境再生保全機構等の民間団体等との研究受託による収入

が1,378百万円、補助金等のその他の収入が436百万円となっております。 

 

 

（7）社会及び環境への配慮等の状況 

国環研の活動全般における環境配慮への取り組み姿勢や意識などの理念を明確に示すため、「環

境配慮憲章」を平成14年3月に制定しました。 

また、環境配慮憲章に掲げる国環研の活動に伴う環境負荷の自主管理による環境配慮を徹底する

ため、「環境配慮に関する基本方針」を平成19年4月に策定しました。 

これら環境配慮憲章及び環境配慮に関する基本方針を踏まえ、環境配慮への具体的な取り組み内

容を定めた「環境配慮計画」のもとで、計画的な節電や室内温度の適正管理などの二酸化炭素排出

量の削減、環境物品やリユース品の調達促進、プラスチックごみの削減、計画的な節電及び生物多

様性保全のための構内植生保全優先区域の設定などの緑地管理等などに取り組んでいます。 

このほか、社会への貢献活動として、外部からの見学等の受け入れ、各種教育プログラム等への

参加、研究紹介動画の作成・公開、公開シンポジウムのオンライン開催、講師派遣依頼への対応、

審議会等への参画など、研究活動やその成果を積極的に普及するための活動も広く行っています。 

詳細につきましては、環境報告書をご覧ください。 
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8.業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

（1）リスク管理の状況 

 「国立研究開発法人国立環境研究所リスク管理規程」（平成28年4月制定）及びリスク管理基本方針

（平成29年4月制定）等に基づいたリスク管理を行っています。具体的には、規程に基づいて設置し

たリスク管理委員会において、国環研が抱える多様なリスクを的確に把握し、リスクの発生の防止、

発生の可能性の低減、発生した場合の被害の最小化、早期復旧及び再発防止に努めています。 

 

（2）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

 リスク管理委員会において、「法令等の違反事案及び重大なリスクの発生時における対応方針マニ

ュアル」に規定する「国立環境研究所の重大なリスク一覧」の見直しを行い、リスク顕在化防止等の

対応等を所内に周知しました。 

リスク評価と対応の詳細につきましては、業務方法書をご参照ください。 

また、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い感染症対策本部を設置し、逐次、社会状況を踏まえ

た所内における感染拡大防止対策を講じました。 

 

 

9.業績の適正な評価の前提情報 

第4期中長期計画の「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」においては、国

環研法第11条に基づく国環研の主要な業務である「環境研究に関する業務」、「環境情報の収集、整理及び

提供に関する業務」及び「気候変動適応に関する業務」を一定の事業等のまとまりと捉えています。 

以下に、「研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項」の全体像及び一定の事業等

のまとまりごとにスキームを示します。 

 

＜全体像＞ 
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https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/kt_risk.pdf
http://www.nies.go.jp/kihon/kitei/gyomu_hohosyo.pdf


 

 

＜環境研究に関する業務＞ 
 

１）重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進 

 推進戦略を踏まえ、「課題解決型」及び「災害環境研究」プログラムを設定し、環境研究の中核機関と

して、従来の個別分野を超えた連携により、総合的に研究を推進しました。 

 

課題解決型研究プログラムは、推進戦略で提

示されている中長期的に目指すべき社会像の実

現に向け、「低炭素領域」、「資源循環領域」、「自

然共生領域」、「安全確保領域」及び「統合領

域」の各領域において、5年間で重点的に取り組

むべき研究・技術開発課題（重点課題）に対し

て、実行可能・有効な課題解決に繋がる研究プ

ログラムとして実施しました。各研究プログラ

ムでは、複数の研究分野の連携・協力により統

合的に実施するとともに、国内外の関連機関・

研究者・ステークホルダー等との連携体制のも

と取り組みました。 

 

 

 

災害環境研究プログラムは、福島復興再生基

本方針及び推進戦略等に基づき実施しました。 

具体的には、福島県環境創造センター内に開

設される国環研福島支部を災害環境研究活動の

拠点として、福島県及び日本原子力研究開発機

構（JAEA）並びに他の国内外の関係機関・研究

ステークホルダー等とも連携し、「環境回復研

究」、「環境創生研究」及び「災害環境マネジメ

ント研究」を実施しました。 

 

 

 

 

 

２）環境の保全に関する科学的知見の創出等の推進 

 環境省の政策体系との対応を踏まえて９つの研究分野を設定し、環境研究の基盤的調査・研究及び基盤

整備等を実施しました。 

 

 

 

３）国内外機関とのネットワーク・橋渡しの拠

点としてのハブ機能強化 

 中核的研究機関としての研究連携の強化及び、

プラットフォーム形成による国内外機関とのネッ

トワーク・橋渡しの拠点としてのハブ機能の一層

の強化を図りました。 
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４）研究成果の積極的な発信と政策貢献・社会貢献の推進 

 環境研究の成果について、積極的に発信・提供し、環境政策の立案等に貢献、それらの普及・還元を通

じて社会貢献を推進しました。 

 

 

 
 

 

＜環境情報の収集、整理及び提供に関する業務＞ 

 

様々な環境の状況等に関する情報や環境研究・技術等に関する情報について収集・整理するとともに、

図の(1)～(4)を実施し、環境情報を発信する総合的なウェブサイトである「環境展望台」の充実を図り、

運用することにより、環境情報を国民に分かりやすく提供しました。 
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＜気候変動適応に関する業務＞  

 
平成30年6月に公布された気候変動適応法（平成30年法律第50号）において、国立環境研究所の新たな

業務として、気候変動影響や気候変動適応に関する情報の収集・整理・分析・提供や、地方公共団体や地

域気候変動適応センターに対する技術的援助などの実施が定められました。この業務を着実に実施してい

くことを目的として、気候変動適応法の施行日である2018年12月1日に、国立環境研究所内に気候変動適

応センターを設置しました。気候変動適応センターでは、気候変動適応推進に関する業務、気候変動影

響・適応に関する研究業務を実施しました。 

 
 

  

国の調査研究機関

大学、
地域の研究機関等

大学

地域の
研究機関等

国民

各地域（都道府県等）

研究機関との
協力体制構築

政府

地方公共団体

住民企業 地域の企業

情報収集・整理・分析
調査研究・技術開発

気候変動適応情報
プラットフォーム

A-PLAT

国立環境研究所
気候変動適応センター

地域気候変動
適応センター
情報収集・整理
・分析・提供情報・成果

技術的助言 地域研究
機関

協力体制
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10.業務の成果と使用した資源との対比 

（1）自己評価 

（単位:百万円） 

項目 評定（※） 
行政コ

スト 

 第１ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 第２ 中長期目標の期間 

 第３ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

  

 １．環境研究に関する業務 

 
  （１）重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進 

      ①課題解決型研究プログラム   A 

      ②災害環境研究プログラム   A 

   （２）環境の保全に関する科学的知見の創出等の推進   A 

   （３）国内外機関とのネットワーク・橋渡しの拠点としてのハブ機能の強化   A 

   （４）研究成果の積極的な発信と政策貢献・社会貢献の推進   A 

Ａ 20,514 

 ２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 Ａ 367 

 ３．気候変動適応に関する業務 Ｓ 1,205 

第４ 業務運営の効率化に関する事項 

  

  

   １．業務改善の取り組みに関する事項 Ｂ 

   ２．業務の電子化に関する事項 Ａ 

 第５ 財務内容の改善に関する重要事項 Ｂ 

第６ その他の業務運営に関する重要事項 

   １．内部統制の推進 Ｂ 

   ２．人事の適正化 Ｂ 

   ３．情報セキュリティ対策等の推進 Ｂ 

   ４．施設・設備の整備及び管理運用 Ｂ 

   ５．安全衛生管理の充実 Ｂ 

   ６．業務における環境配慮等 Ｂ 

法人共通（第４～第６を含む） 1,021 

 

 

 

令和2年度の成果を一定の事業等のまとまりごとに概括すると、研究業務については、課題解決型研究

プログラム、災害環境研究プログラムをはじめとして、基盤的調査・研究、研究事業等を含め、全般的に

外部研究評価委員会において高い評価結果を得ました。情報業務についても前年度に引き続きメタデータ

整備の年度目標を超えて達成しました。また、気候変動適応業務についても、国内外の研究機関・地方公

共団体等と連携しつつ研究・協働体制の整備と学際的な研究の推進に取り組み、研究成果を気候変動適応

法に基づく地方公共団体等への技術的支援等につなげることにより、地域における研究成果の社会実装を

進めました。また、第3期を超える多くの研究者が国や地方公共団体の審議会、各種委員会等に参画する

など、研究成果や知見の提供等を通じて幅広い政策立案等に貢献しました。 

 

他機関との連携については、国内外の様々な研究機関との共同研究を進めるとともに、環境研究の中核

的機関として、国内外機関とのネットワーク・橋渡しの拠点としてのハブ機能の一層の強化を図りました。

特に、コロナ禍で活動が制限される中、オンラインでのNIES国際フォーラム等のシンポジウムやワークシ

ョップ等の開催、社会的に喫緊の課題についての対話的なコミュニケーションの試みの実施、インターネ

ットやSNSを用いた情報発信プラットフォームの整備を進めました。 
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業務運営面では、研究所の幹部等で構成する運営戦略会議を設置し、理事長のリーダーシップのもと、

次期中長期計画の検討等を進めました。また、新型コロナウイルス感染症については、令和2年4月6日に

は理事長を本部長とする感染症対策本部を設置し、逐次感染拡大防止措置を講じたほか、業務の電子化や

自宅就業支援のためのIT環境の緊急整備を行いました。 

 

第4期中長期計画においては、「１．環境研究に関する業務」、「２．環境情報の収集、整理及び提供に関

する業務」及び「３．気候変動適応に関する業務」を一定の事業等のまとまりと捉え、その評価について

は、次ページ以降に記載の通りです。 

 

 

 

１．環境研究に関する業務  

1-(1) 重点的に取り組むべき課題への統合

的な研究の推進 

我が国における環境研究の方向性を示す「環境研

究・環境技術開発の推進戦略」で示されている 5 つ

の研究領域に対応した低炭素、資源循環、自然共

生、安全確保及び統合の 5 つの課題解決型研究プロ

グラムと、環境回復研究、環境創生研究及び災害環

境マネジメント研究からなる 3 つの災害環境研究プ

ログラムを設定し、従来の個別分野を超えた連携に

より、統合的に研究を推進した。 

また、第 3 期に引き続き基盤的調査・研究や環境研

究の基盤整備を推進するとともに、衛星観測に関す

る研究事業、子どもの健康と環境に関する全国調査

（エコチル調査）に関する研究事業等の研究事業を

展開した。 

①課題解決型研究プログラム 

②災害環境研究プログラム    

1-(2) 環境の保全に関する科学的知見の創

出等の推進    

 

1-(3) 国内外機関とのネットワーク・橋渡しの

拠点としてのハブ機能の強化   

 

1-(4) 研究成果の積極的な発信と政策貢献・

社会貢献の推進    

２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 

 環境の保全に関する国内外の情報の収集・整理・提供、研究成果の出版・普及及び国立環境

研究所ホームページの運営、並びにコンピュータシステム・ネットワークシステムの運用・

管理を行い、国民等への環境に関する適切な情報の提供サービスを実施した。 

３．気候変動適応に関する業務 

 平成 30 年 12 月 1日の気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号）の施行を受けて、気候変動

適応センターを開設し、気候変動適応情報の収集・整理・分析・提供、地方公共団体及び地

域気候変動適応センターにおける気候変動適応に関する取り組みに対する技術的助言及び気

候変動適応に関する研究に一体的に取り組んだ。 
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１．環境研究に関する業務  
1-(1)重点的に取り組むべき課題への統合的な研究の推進 
 

①課題解決型研究プログラム 

 

プログラム名： 低炭素研究プログラム 

R2 年度の特筆すべき成果 

• 北半球高緯度における温室効果気体メタン(CH4)の発生・放出量の寄与推定 

 
温暖化の進行が早く、深刻な影響が顕在化しやすいと

言われている北極域において、領域的な CH4 の各発

生・消滅源の寄与率を、ボトムアップ的な手法により

輸送モデルを用いて包括的な評価を行いました。北緯

45 度以北の陸域において、2000-2015 年の平均的なメ

タン放出量は 57.2 Tg CH4 yr–1と推定され、その内約

41％が人為起源と推定されました。最大の放出源は湿

原であり、自然起源の大部分に相当する 33.9 Tg CH4 

yr–1を占め、北極域ではカナダ・ハドソン湾低地や、

ロシア・西シベリア低地が大きな発生源となっている

ことが示されました。 

 

  

• 太平洋における人間活動の海水温への影響と異常高温の発生確率 
 

2020年 8月に北西太平洋で観測史上最高の海面水温が

記録されました。このような記録的な海面水温の発生

確率を気候モデルによって解析しました。この結果、

2001-2020 年における発生確率は、人間活動による影

響がない場合、1000年に一度以下となると推定されま

した。この一方で、人間活動の影響がある場合には発

生確率が大幅に増加し、12-18 年に 1 度の割合で発生

することが分かりました。もしもこのまま温暖化が進

めば 2031-2050 年には異常海面水温の発生確率は日常

的な頻度になることを示唆する結果が得られまし

た。 

 

 

• 適正な温暖化緩和シナリオの検討と評価 
世界の 2℃目標を達成するための各排出経路におけ

る世界的な排出削減目標と、各国の排出削減目標

（ NDC）の差異を埋めるため、適正実施緩和策

（GPP: Good Practice Policies）シナリオの検討を

行いました。世界各国の先進国・途上国の違いを考

慮して、複数の部門に対するシナリオを検討し、検

討結果を世界応用一般均衡モデルを用いて評価しま

した。モデルによる評価結果から、GPP シナリオ

は、2℃目標シナリオと NDCシナリオとの排出量の差

異を 73％まで埋めることができる可能性があること

が分かりました。 
 

 

図 北極域におけるCH4収支分布 

図 北西太平洋の海面水温の発生確率密度関数 

図 全球GHG排出経路と将来のGDP損失 
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プログラムの概要 

 

 
 

産業革命以降の地表温度上昇を 2℃未満に収める目標に社会が取り組むための科学的基盤を確立するこ

とを前提に、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの収支を評価するためアジア太平洋域を中心に観測

や影響・対策評価を行います。そのため、地上や船舶、航空機による観測、さらに人工衛星による観測

を加えた信頼性の高い三次元地球規模温室効果ガス監視システムを開発し、さらに気候変動予測モデ

ル、影響評価モデル、社会経済の統合評価モデルを組み合わせて用いることにより、持続可能な低炭素

社会構築の必要性と実現性を論じ、その道筋を示す総合的な研究を進めます。 

 

 

【4 期全体での成果】 

 

いくつかのテーマにおける主要紙での論文発表を含む学術的貢献、国際社会全体で温暖化対策を進める

ためのパリ協定と関連した国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC：Intergovernmental Panel on 

Climate Change）の報告書やパリ協定における目標を達成するためのタラノア対話へのインプットによ

る国際的貢献、そして中央環境審議会へのインプット等を通じ、研究成果が環境政策に活用されていま

す。 

 

 

R2年度交付金予算 １７４百万円 

誌上発表（査読付き）： １２４件 

誌上発表（査読なし）： ２８件 

書籍： ２４件 

口頭発表： １４６件 

特許等： ０件 
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プログラム名： 資源循環研究プログラム 

R2 年度の特筆すべき成果 
 

• ごみのリサイクルに関する政策シナリオの分析と対策 
 

本プログラムにおいて開発した一般廃棄物処理評

価モデルを用いて、約 80％と推定されている日本

のごみ直接焼却率を自治体の状況に応じて見直す

とともに、追加政策シナリオを設定し、2030年ま

での循環政策パッケージの効果を推計しました。 

追加政策シナリオでは主にプラスチックごみと

生ごみのリサイクルに対する野心的な取り組みを

採用し、プラスチックごみについては全自治体

で、生ごみについては半数の自治体でそれぞれ分

別実施など、対策に応じた効果を推計し、循環利

用率を試算しました。この結果、追加政策を盛り

込んでも循環利用率は 23%程度に留まり、2025 年

に循環利用率を 28%とした国の目標達成は困難と

いう結果が得られました。このことから、エビデ

ンスベースでの目標設定やさらなる各自治体に親

和する追加対策を検討する必要があることを指摘

しました。 

 

 

• 未利用エネルギーを用いたメタン発酵システムによるエネルギー回収技術の向上 
 

 

 

商業施設単位で既存処理技術である生ごみを対象とした嫌気性生物処理（メタン発酵システム）による

エネルギー回収システムを改良し、生ごみだけでなく未利用エネルギーである廃油脂を活用した新たな

メタン発酵システムの構築を行いました。 

廃油脂を活用した場合、その分解過程において生じる高級脂肪酸の濃度が高くなるとメタンの発酵を

抑制してしまうという課題がありましたが、新たに高温生物膜発酵方式を導入することで、生ごみのみ

を対象とした場合と比較して 1.4 倍のメタン回収量を安定的に実現することができました。また、全国

への導入による循環利用量と温室効果気体(GHG)の排出削減量を評価し、GHG 排出削減量として年 17 万

t-CO2が期待できることが分かりました。 

 

図 一般廃棄物モデルを用いた将来対策シナリ

オにおける循環利用率の推計 

図 メタン発酵システムの概略と生物膜発酵方式によるメタン回収量への有効性と期待される放出削減量 
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プログラムの概要 

 

 
 

 

国際的な資源利用戦略等を踏まえた将来の循環型社会のビジョン実現に向けて、３Ｒ（リデュース、リ

ユース、リサイクル）を推進する技術・社会システムの構築に取り組みます。すなわち、物質フローや

制度提案などのシステム系研究としては、資源利用に伴うサプライチェーン構造と、それを形成する要

因を解明するとともに、モノやサービスのライフサイクルを通した資源保全及び環境保全上の影響を評

価し、様々な社会動向に対応した維持可能な循環型社会への転換方策を提案します。また、技術開発を

中心に据えた研究としては、我が国を含むアジア圏における持続可能な統合的廃棄物処理システムへの

高度化、及び低炭素社会等と協調した３Ｒに必要な処理・資源化等の基盤技術と社会におけるシステム

化に関する開発・評価を行います。これらの取り組みにより、国等における循環型社会に係る政策形成

に寄与するとともに、地域及び社会全体の環境イノベーションに貢献します。 

 

 

【4 期全体での成果】 

国際的には、資源利用ネットワークの解析の成果は UNEP-IPR の「資源生産性と気候変動 G7 レポート」

の支援、Resources、Conservation & Recycling特集号の編さん等を含めた情報交換の場の形成に貢献し

ました。また、国内では、一般廃棄物モデルが第五次循環基本計画の策定における政策貢献が見込ま

れ、メタン発酵の技術開発成果によって実機化案件が増える見込みです。また、高齢者ごみ出し支援ガ

イドブックは、高齢化が進む多くの自治体で活用されることが期待されています。 

 

 

R2年度交付金予算 １２３百万円 

誌上発表（査読付き）： ６４件 

誌上発表（査読なし）： ２３件 

書籍： ８件 

口頭発表： １０８件 

特許等： ０件 

ー21ー



 

 

プログラム名： 自然共生研究プログラム 

R2 年度の特筆すべき成果 
 

• 外来種の防除手法の開発と社会実装 

 

本プログラムでは今年度は外来生物の防除手法の開発に取り組み、社会実装を進めました。名古屋港周

辺等で発見されているヒアリに関しても防除手法の開発に取り組み、直接的な殺虫効果及び成長阻害の

観点で複数の薬剤を評価し、それぞれフィプロニル及びプリプロキシフェンをコロニーレベルでのヒア

リの防除に効果的な薬剤として選定しました。 

今年度は新型コロナウイルス感染・拡大防止のため、現場への移動が制限されましたが、インターネ

ットを介した Web 会議等で助言を行う体制を整え、名古屋港の大型野外巣防除など各地での対策に貢献

しました。 

 

• 再生可能エネルギーの利用拡大と生物多様性保全の両立に関する評価 

 

 
気候変動緩和のための再生可能エネルギー利用拡大と生物多様性保全を両立できるような、それぞれの

土地利用形態の空間配置の解析を実施しました。まず、実際の太陽光発電パネル分布に基づき、パネル

の建設好適面積（生物にとっては開発リスク）の分布推定モデルを構築しました。このパネル建設好適

面積の予測結果を利用して、これまでに開発した保全努力配置デザイン支援ツール SecSelを用いて絶滅

危惧維管束植物の保護区選択を行いました。その結果、保護区外に残る太陽光パネルの建設好適面積

は、現在のパネル面積の約 5-17倍程度と試算されました。この量は今後の太陽光発電の利用拡大に対応

可能な量と考えられ、生物多様性保全との両立は可能であることが示唆されました。 

 

 

図 保全努力配置デザイン支援ツールを用いた絶滅危惧維管束植物の保護区選択 

図 働きアリの生存率(左)と新成虫数を用いたコロニーレベルでの薬剤の評価 
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プログラムの概要 

 

 
 

 

生物多様性の危機をもたらす 4 要因（開発、管理放棄、外来種等による生態リスク、及び気候変動によ

る環境変化）をはじめとする各種危機要因の生物多様性への影響メカニズムの解明と影響評価・予測を

行い、生物多様性の保全策と適応戦略を構築します。また、生物多様性がもたらす生態系機能とサービ

スの評価を行い、自然共生型流域管理など、生態系からの恵みを持続的に享受し利用する方策を提案し

ます。管理・保全戦略の構築・実践、合意形成、検疫、法整備等の社会実装に寄与し、愛知目標の 2020

年目標である生物多様性の損失を止めるための行動の実施を通じて、2050 年目標である自然共生社会の

構築に貢献します。 

 

 

【4 期全体での成果】 

生物多様性の保全と利用に関して、生物多様性国家戦略 2012-2020 に記された生物多様性 4 つの危機

（過剰利用、管理放棄、汚染・侵入種、気候変動）に対応しました。生物多様性保全に関しては、実態

解明（人口減少、気候変動）とそれに基づく対策立案（保護区管理）、社会実装（外来種、農薬、感染

症）への貢献を行うとともに、ヒアリや CSF など新たな課題への迅速な対応を行いました。持続的利用

に関しては、地域や流域における生態系サービスの評価を行い、地域や生態系の特徴の抽出、トレード

オフ・シナジーの可視化、持続性評価に基づく管理策の提案を行うとともに、これらに基づき、ポスト

2020 年目標や次期生物多様性国家戦略策定への貢献を行いました。 

 

 

R2年度交付金予算 １２８百万円 

誌上発表（査読付き）： ６１件 

誌上発表（査読なし）： １３件 

書籍： １０件 

口頭発表： ９８件 

特許等： ０件 
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プログラム名： 安全確保研究プログラム 
R2年度の特筆すべき成果 

 

• 化学物質の小児・将来世代に与える健康影響評価 
 

妊娠期のマウスにヒ素を曝露した妊娠期ヒ素曝

露群（ヒ素群）と妊娠期にヒ素曝露をしていな

い群（対照群）で比較することで無機ヒ素の多

世代影響について調べました。無機ヒ素を曝露

したマウスから生まれたヒ素群 F1の精子では、

対照群と比較してレトロトランスポゾン LINEと

LTR の中で、特に転移活性の高い L1MdA や IAPE

などのサブクラスの転写調節領域で DNA 低メチ

ル化が増加することが明らかになりました。こ

れらのレトロトランスポゾンの発現量を調べた

結果、ヒ素群 F1 の仔であるヒ素群 F2 の肝臓で

発現量が増加するレトロトランスポゾンサブク

ラスを見出しました。このことから、妊娠期ヒ

素曝露による多世代影響のエピジェネティクス

を介した分子メカニズムの重要な手掛かりを明

らかにすることができました。 

 

 

 

• 地域の水環境保全に向けた水質改善・評価手法の開発 
 

 

 

タイ・バンコクの都市水路での生活排水による細菌学的な水質汚染の評価を Arcobacter spp.の病原遺

伝子 ciaB を標的とした定量手法により実施しました。E. coli と Arcobacter spp.濃度の間には高い相

関が認められ、Arcobacter spp.と E. coli の供給源が同一（生活排水）である可能性が示されまし

た。一方で、Arcobacter spp.は比較的 COD（Chemical Oxygen Demand、化学的酸素要求量）及び BOD

（Biochemical Oxygen Demand、生物化学的酸素要求量）濃度が低い環境でも高濃度に検出され、環境

中での Arcobacter spp.の生残性の高さが示唆されました。このことから、生残性を考量した病原性細

菌のモニタリング・リスク評価の重要性を立証しました。 

 

 

図 動物実験による妊娠期無機ヒ素曝露の多世代影響 

図 タイ・バンコクにおける生活排水汚染排水路における細菌の消長把握 
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プログラムの概要 

 
生体高次機能、継世代影響などの健康・環境リスクの評価・管理手法、新たな生態影響評価体

系、迅速性と網羅性を高める化学分析と動態把握、及び PM2.5などの大気汚染、地域水環境保全に

関する体系的研究を進めます。具体的には 8研究プロジェクト（PJ）により、化学物質の小児・将

来世代への健康影響に関する生体高次機能・継世代影響の研究、多種・新規化学物質の包括的分

析と解析手法・影響要因推定法の研究、環境かく乱要因による生態影響の評価のための生態学的

数理・統計モデルの開発、新たな生態影響試験法の充実と実環境中の把握による生態影響の包括

的評価の研究、マルチスケール化学動態の解明と多媒体環境における把握・予測手法の研究、

PM2.5 など大気汚染の実態解明と対策案の検討及び注意喚起のための毒性・健康影響評価の研究、

地域特性に応じた水質改善技術と多様な手法に基づく健全性評価、これらを受けて社会実装を目

指すリスクへの評価・管理体系の構築に関する研究をそれぞれ進めます。これら PJ 研究を通じ

て、現時点でアプローチが定まっていない健康・環境リスクの評価体系と網羅的かつ迅速な監

視・予測手法、管理技術を確立します。 

 
【4 期全体での成果】 

化学物質による環境リスク評価に資する新しい技術や知見を蓄積したのと同時に、リスク予測に必

要な様々なモデルを開発し、安全が確保された社会構築に研究成果が活用されています。 

ビスフェノール A等の化学物質の低用量ばく露によるアレルギー疾患への影響とそのメカニズムを解

明し、アレルギー疾患への影響による将来のリスク管理のための新たな知見を与えました。 

分析手法に関しては、ヒトエストロゲン受容体結合活性物質を選択的に捕集する分子鋳型とそれを

結合したオンライン LC/TofMS分析系を構築し、また LC/MS/MSによる高感度系も提示することにより、

受容体結合活性物質の網羅的分析の実用化に大きな成果を上げました。また、環境大気汚染対策に関

しては、大気モデルの向上と排出インベントリの整備により、関東・関西・九州を対象に大気汚染の

原因物質の排出削減効果の見積りを行い、国内における排出削減対策の方向性を提示するなど、重要

な知見を提供しました。 

R2年度交付金予算 ３８１百万円 

誌上発表（査読付き）： ７８件 

誌上発表（査読なし）： １２件 

書籍： ６件 

口頭発表： ９６件 

特許等： ４件 
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プログラム名： 統合研究プログラム 

R2 年度の特筆すべき成果 
 

• 世界及びアジアを対象とした持続可能シナリオの開発 
 

世界を対象として気候変動緩和策が複数

の SDGs （ Sustainable Development 

Goals：持続可能な開発目標）に及ぼす影

響を統合評価モデルを用いて評価しまし

た。評価指標として飢餓、健康、水資

源、エネルギー、労働、経済、消費、そ

して陸域生態系といった SDGs を調べまし

た。この結果、大気汚染による死亡者数

（SDG3：健康）が減少するなどシナジー

を生み出す指標が認められたのに対し、

種多様性関連指標（SDG15：陸域生態系）

の一つである種の豊富さに減少が見られ

るなど、トレードオフをもたらす指標が

あることが明らかになりました。 

 

 

• 適応と緩和を中心とした地域環境社会の統合的なロードマップ 
 

インドネシア・ボゴール市において、本プログ

ラムで開発した遠隔装置を用いて電力消費が観

測できるようになりました。この観測結果とア

ンケートを融合することで、ボゴール市の全体

の住宅やオフィスにおける電力消費を推計し、

さらに交通のアンケート調査を実施することで

ボゴール市におけるエネルギー消費量から温室

効果気体の排出量を推定しました。この結果を

基にボゴール市における低炭素対策とその効果

について提示しました。現地のステークホルダ

ーと複数回のワークショップで議論を行うこと

で、市の政策に貢献しました。 

 

 

• 地域・生活に起因する環境負荷の定量化 
日本の地域や生活に起因する環境負荷を定量化

するために、日本全国を 10の地方に区分し、家

庭 CO2 排出量調査の個票を基に、市区町村別、

メッシュ別の世帯規模、暖房度日等の特性を反

映させた推計式を作成しました。従来の定量方

法では都道府県別排出量を世帯数で市町村に按

分する方法を取っていましたが、この新しい推

計式を用いることで、地域や生活の特性に応じ

た実態と対策効果の把握により貢献することが

期待できます。得られた結果は、国立環境研究

所のホームページにある環境展望台で公開して

いる環境 GISから閲覧することができます。 

 

 

図 気候変動緩和策が複数のSDGsに及ぼす影響 

図 ボゴール市における電力消費と低炭素対策効果 

図 メッシュ別家庭からのCO2排出量の分布 
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プログラムの概要 

 
統合研究プログラムは、気候変動問題の解決に向けた緩和と適応を出発点に、世界、アジア、日本、

都市・地域、生活圏等の様々な領域を対象に、社会、経済活動と、資源循環、自然共生、安全確保を

含めた環境問題の解決を定量的に分析する重層的なモデル開発を行い、長期的なビジョン形成から短

期的な取り組みの提案までを、定性的な叙述シナリオとモデルの結果による定量シナリオをもとに提

示することを目的としています。本プログラムは、世界やアジアという地球規模での視点で分析を行

う PJ1、日本を対象に地域社会という視点でロードマップ提示を行う PJ2、PJ1 と PJ2 を横串的に政策

評価の視点から持続性を評価する PJ3の 3つのプロジェクトで構成されています。他のプログラムと連

携をとりながら、環境と経済、社会の持続性の視点を持ち、各領域の将来像について定量的、定性的

に分析するとともに、目標とする将来像を実現するために必要となる国際政策、地域・都市政策の設

計と評価をあわせて行います。また、提案する政策や対策、技術の実装、実現を支援するためのシス

テム構築も目指します。 

 

 

【4 期全体での成果】 

他の研究プログラムと協力し、環境、経済及び社会の観点から持続可能な社会を実現するために必

要な国際政策、国内、地域・都市政策の設計と評価を合わせた研究を実施し、その成果が環境政策に

貢献しています。 

世界やアジア主要国を対象とした統合評価モデルを用いて、2℃目標等に対する温室効果ガス排出経

路や食料等の持続可能性の評価を行い、各国の緩和策の深掘りに繋がる成果を上げました。 

北九州市や福島県新地町、インドネシア・ボゴール市などを対象に、地理情報を活用し、モニタリ

ングデータの解析と技術モデルに基づく対策を提案し、関係者と社会実装に向けて協議を開始するこ

とで、成果を活用できることが示されました。さらに、環境目標を達成可能な社会の仕組みやデザイ

ン、及びそこへのトランジションを、人々の行動と地域の社会経済システムも踏まえて取り上げ、ボ

トムアップでの持続可能社会の実現に繋がる成果を上げました。 

 

R2年度交付金予算 １２６百万円 

誌上発表（査読付き）： ６６件 

誌上発表（査読なし）： ３１件 

書籍： ９件 

口頭発表： １０６件 

特許等： １件 
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②災害環境研究プログラム 

プログラム： 災害環境研究プログラム 
R2年度の特筆すべき成果 

 

• 環境回復研究プログラム 

 
放射性物質を含む廃棄物を焼却施設で処理した際

に発生する焼却灰（主灰と飛灰）からの放射性セ

シウム(Cs)の除去とその減容化をするための溶融

炉の最適運転条件を調べました。溶融相が 2相に分

離すると放射性 Cs の除去率が悪化するため、溶融

温度に影響を与える因子となる塩基度（CaO/SiO2）

と、相分離に影響持ち、かつ放射性 Cs の揮発を促

進させる塩素(Cl)濃度との関係を調べました。こ

の結果に基づいて、複数の指標（処理量最大、放

射性セシウム濃度最小など）で灰溶融施設の安定

または効率的な運転の検討が可能になりました。 

 

 

 

• 環境創生研究プログラム 
 

福島県新地町、三島町、そして郡山市等を中心と

して持続可能な地域社会づくりのための新たな産

業創出や、脱炭素への取り組みの支援を行いまし

た。具体的には、地域資源循環のための詳細調査

や、避難指示解除区域における人口回復の分析、

地域エネルギーマネジメントシステムの導入効果

を評価する手法及びシステムの開発等を行いまし

た。これらの成果に基づいて地域の各種検討会や

指針・マニュアル等及び環境政策の策定等へ貢献

しました。 

 

 

 

 

• 災害環境マネジメント研究プログラム 
 

過去の災害の経験を踏まえた災害廃棄物対策、

環境リスク管理のための知見の集積を被災した

地方公共団体や国との連携のもとで行い、令和

2年 7月の豪雨災害などで国を通じた支援に得ら

れた知見を活用しました。また、東日本大震災

以降の環境回復モニタリング継続による災害と

環境の関係性を被災した地方公共団体の協力の

下で調査し、貴重なデータの集積を行いまし

た。これらの科学的、技術的成果を基に、専門

性を有する実務的人材育成への取り組みも地方

公共団体等と連携して推進しました。 

 

 

白抜きは溶融相の2相分

離が確認された条件 

図 灰溶融処理（1,400℃）における塩素濃度

及び塩基度と放射性セシウム揮発除去率の関係 

図 令和2年時点での連携自治体と貢献状況 

図 令和2年度に発生した災害に対する過去の知見

活用と課題抽出 
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プログラムの概要 

 

・環境回復研究プログラム 

国の喫緊の最重要課題である中間貯蔵

と最終処分に向けた減容化技術等の開

発に取り組むとともに、汚染廃棄物等

の処理処分に係る技術的課題解決のた

めの研究を進めます。また、森林・水

域等の環境中に残存している放射性物

質の環境動態に関する長期的観点から

の調査・研究を実施します。さらに、

帰還地域等における長期的環境影響評

価を行うとともに、生活者の安全安心

な生活基盤確保のための生活環境リス

ク管理手法の構築、生態系サービスを

含めた生態系アセスメントを実施しま

す。 

 

・環境創生研究プログラム  

 福島県浜通り地域を中心に福島県と

県内自治体等を対象とした復興まちづくり支援研究を展開するとともに、生活や環境面での復興の効

果等を定量化する統合的社会モニタリング・システムを構築し、持続可能な地域社会を目指した体系

的な施策を提案します。具体的には、拠点地区における自立分散型エネルギーシステムの設計と事業

化の支援等を通じ、地域の復興グランドデザインと整合したまちづくり支援研究を展開します。ま

た、自治体の将来像と具体策を検討するための統合評価モデルの開発、産業振興、まちづくり、環境

保全等が調和した将来シナリオの構築手法の開発を行います。さらに、生活と環境を含む地域の多様

なニーズを取り入れた復興コミュニティ生活支援手法を開発します。 

 

・災害環境マネジメント研究プログラム 

災害時の資源循環・廃棄物マネジメントの強靭化戦略づくりに資するために、災害廃棄物処理の統合

的マネジメント技術の構築や、円滑・適正な処理に向けた社会システムとガバナンスの方法論を提案

します。また、災害に伴う環境・健康のリスク管理戦略の確立を目指して、災害時の環境リスク管理

目標の設定や緊急的な環境調査の手法と体制の在り方について研究を実施します。さらに、災害環境

研究ネットワーク拠点の構築を目指して、災害環境分野に関する情報プラットフォームや、災害環境

分野における人材育成システムの設計・開発を行います。これらの研究を、災害環境マネジメント戦

略推進オフィスと連携して進めます。 

 

【4 期全体での成果】 

福島県、原子力研究開発機構（JAEA）、国環研福島支部の連携、産官学民との協働体制構築を一層進め

ております。環境回復プログラムでは、放射能汚染廃棄物等の技術的相談・協力依頼への対応、中間

貯蔵施設や環境回復等に関する国等の各種検討会等での蓄積した知見の提供や助言を通じて、また、

環境創生プログラムでは、様々な地方公共団体でのまちづくり支援研究を通じて、知見やデータの提

供を行い、研究成果の政策や地域への還元に努めました。また、近年、毎年のように発生する台風や

豪雨災害に対して、災害廃棄物処理を中心に、これまでの迅速かつ広範な調査研究・技術開発に基づ

く知見を活用し、環境政策に貢献しています。 

 

R2年度交付金予算 ７３７百万円 

誌上発表（査読付き）： ６１件 

誌上発表（査読なし）： １３件 

書籍： １０件 

口頭発表： ９８件 

特許等： ０件 
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1-(2)環境の保全に関する科学的知見の創出等の推進 
 

（基盤的調査・研究の推進） 
 

基盤的調査・研究は、将来の環境研究のシーズとなるような、そして将来の環境行政と政策への貢献とな

るような研究を実施しました。例えば、標準ナノ粒子の作成、モーリシャス貨物船座礁事故への対応、小

型PM2.5センサーの開発と観測、PM2.5ばく露による健康影響検出、災害環境研究に関する成果・情報発信

等が挙げられます。 

 

 

【資源循環・廃棄物研究分野】 
昨今、世界的にプラスチックによる汚染の実態が明らかになってきていますが、このような喫緊の問

題に対応する研究を推進するため、環境中のナノプラスチックの存在量把握を目的として標準ナノ粒子の

作成に取り組みました。ナノプラスチックに関する標準物質の整備は未だ遅れており、ナノプラスチック

の中でも生産量が多く、海洋でも検出されている主要な種類に絞って開発を進めました。また、資源循

環・廃棄物分野のプラスチック関連研究を整理し、今後の研究展開への指針をまとめました。 

 

 

 

 

【生物・生態系環境研究分野】 
2020年7月25日にモーリシャス共和国沿岸で貨物船わかしお(MV WAKASHIO)の座礁事故が発生したことで、

燃料の重油が流出する事故に発展しました。同国政府は環境緊急事態宣言を出して災害対策を進めており、

海洋汚染による現地生態系への影響を調べるために国立環境研究所からも国際緊急援助隊専門チーム二次

隊として職員が現地に派遣され、サンゴやマングローブ等の生態系影響評価を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 高密度ポリエチレン(上)と PET樹脂(下)の球

状ナノ粒子の様子 

 

 

6種のポリマー : 低密度ポリエチレン(LDPE)、高

密度ポリエチレン (HDPE)、ポリプロピレン

（PP）、ポリスチレン（PS）、ポリ塩化ビニル

（PVC）、ポリエチレンテレフタラート（PET）に

ついて、おおよその球状のナノ粒子が生成される

条件を明らかにし、今後の標準物質としての確立

に向けて詳細な条件検討を進めるための基礎的知

見を得ることができました。これにより、標準物

質とその標準物質を用いた新たな測定分析手法の

開発を並行して行うことで、プラスチック資源循

環過程におけるナノプラスチックの排出実態や挙

動の把握へ研究が発展していくことが期待できま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 スノーケリングによるサンゴ分布調査 

 

 

現地での調査により、重油によるサンゴへの直接

の悪影響がないことが確認できました。しかしな

がら、座礁地点近傍のサンゴ礁の海水の濁りが大

きく、ごく一部ではあるがサンゴの上に細粒が堆

積してサンゴが死んでいることが明らかになりま

した。 

 

 

 

サンゴ 

濁り 
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【環境リスク研究分野】 
発がん性が疑われる物質のばく露評価に向けた検討と、生態毒性評価のための基礎的検討を進めました。

PM2.5(微小粒子状物質)に関しては、昨年度市販小型PM2.5センサーを改良したデバイスを用いて長時間測

定をヤンゴン市内で実施しました。また、POPs（Persistent Organic Pollutants：残留性有機汚染物質）

に指定されている塩素化パラフィン類の物性推算手法を開発しました。 

 

 

 

【環境健康研究分野】 
化学物質の健康影響として、親から子に受け継がれる次世代影響が懸念されており、PM2.5についても

妊娠期ばく露による様々な次世代影響が報告され始めています。このことから、PM2.5ばく露による次世

代の健康影響検出に資するDNAメチルマーカーの開発に向けて、環境リスク健康分野と連動して、PM2.5高

濃度地区の妊婦臍帯血ゲノムDNAのメチル化をゲノムワイドに解析しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 衛星観測による貨物船座礁前(左)と座礁後

(右)の濁りの検出 

 

この一方で、マングローブは死んではいない

が、一部重油が漂着しており、油吸着剤等による

除去が必要であることが明らかになりました。い

ずれも長期的なモニタリングを行った上で保全や

再生計画を立てる必要があり、上記を現地政府に

報告するとともに、現地機関とのモニタリング体

制を構築しました。 

 

 

図 ミャンマー・ヤンゴン市における PM2.5の

濃度の日変化。上図：ロックダウン前、下

図：ロックダウン期間中 

 

 

PM2.5の個人ばく露量を測定するために昨年度開発し

た、PM2.5 センサー(市販センサーに GPS とデータロ

ガー機能を埋め込んだもの)を用いてミャンマー・ヤ

ンゴン市における大気中の PM2.5 濃度の測定を実施

しました。観測から、ヤンゴン市が新型コロナウイ

ルス蔓延防止のための都市ロックダウンを実施する

前のデータと、ロックダウン期間中のデータを得る

ことができました。ロックダウン期間中のヤンゴン

市における PM2.5 の濃度はロックダウン前と比べて

顕著に低くなっていることが観測結果の比較から分

かりました。また、観測された PM2.5 の高濃度ピー

クの出現時間帯にも変化が見られました。観測で得

られたこのようなロックダウン前とロックダウン期

間中のPM2.5の変化の原因を明らかにするためには、

季節性等を明らかにする必要があるため、現地での

観測を継続しています。 

 

PM2.5ばく露による健康影響検出に資する DNAメチル化マーカー開発に向けて、ミャンマーの PM2.5高

濃度地区の妊婦臍帯血ゲノム DNA で次世代シークエンサーによる網羅的メチル化解析を行いました。

PM2.5 低濃度地区（タウンジー）に対して高濃度地区（ヤンゴン）でメチル化が 25％以上上昇または

座礁後 座礁前 
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【災害環境研究分野】 

これまでに実施した様々な研究情報の発信と対話・交流促進のため、大型の福島県立体地図プロジェク

ションマッピングシステム展示装置「3Dふくしま」を開発し、福島県環境創造センター交流棟「コミュタ

ン福島」において常設展示を開始しました。 

 

 

低下したシトシンを 7000 程度検出されました。さらに、これらのシトシンは、レトロトランスポゾン

の SINE 領域に集中していることが明らかになりました。 

 

 

図 PM2.5 と臍帯血 DNAメチル化との関連性 

 

 

国立環境研究所の研究成果に加え、福島県や国の機関が公開しているデータを独自に分析し、詳しい

解説とともに大型 3D 地図の上に映し出すことで、福島県の地理・環境・社会の特徴が自然に理解・実

感できるようにし、さらに時系列的な変化をアニメーションで視覚化しました。「３D ふくしま」のリ

アルで精確なハードの機能を最大限に活用したコンテンツにより、鳥のような目線で福島県の様々な

側面や将来の状況を目の前に映し出し、子供から大人まで、見る人の想像力も掻き立てます。高解像

度の衛星画像、人口の分布、放射線の空間線量率の推移などのコンテンツに加え、令和元年度の台風

19号による浸水被害の状況なども準備中です。 

 

 
図 福島県立体地図プロジェクションマッピング展示装置「3Dふくしま」 
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（環境研究の基盤整備） 
 

 

【地球環境の戦略的モニタリング】 
沖縄県波照間島、北海道落石岬及び富士山山頂における大気モニタリングから、大気中CO2の濃度が417 

ppm(parts per million)を超過した濃度が観測されました。この内、波照間島で得られた観測データを解

析することで、中国における新型コロナウイルス感染症対策のロックダウン措置に伴う経済活動の制限に

起因すると考えられるCO2排出量の変動を検出しました。 

 

 

 

【環境微生物・絶滅危惧藻類の収集・系統保存・提供】 
環境微生物及び絶滅危惧藻類の保存株の安定的な維持・管理を行うとともに、重要株の収集と寄託受け入

れ、国内外の研究者に研究リソースとして保存株の分譲・提供を行うことで、環境研究やライフサイエン

スの推進に貢献しました。また、無菌化による高品質化や冷凍保存への移行による管理の効率化に取り組

むとともに、保存株のDNAバーコード情報やゲノム情報等の付加情報の整備と登録を行い、施設ホームペ

ージからの情報発信を行いました。 

 

 

 

図 2019 年 12 月から 2020 年 4 月にかけて波照間島

で観測された ΔCO2/ΔCH4 比の 30 日間移動平均値

（赤線）と過去9年間の平均値（黒線）。図中の赤と

黒の四角はそれぞれの月平均値を、橙色の線はモデ

ルによる中国からの化石燃料起源 CO2 放出量に対応

したΔCO2/ΔCH4比を表す（○、△、□の順番でモデ

ルに入力した放出量が小さくなる）。 

 

今までの研究成果から、波照間島では冬期に大陸

からの汚染空気塊を捉えることができることが分

かっており、中国からの化石燃料起源 CO2 放出量

の推定結果がΔCO2/ΔCH4比の変化傾向とよく一致

することが分かりました。この化石燃料起源 CO2
放出量の指標となるΔCO2/ΔCH4 比は 2020 年 2 月

には過去 10 年間の変動から予測される変動範囲

を超えて減少しており、その後 3 月から 4 月にか

けて徐々に平均的な値に戻ってゆく様子が見られ

ました。この観測結果と大気輸送モデルを使っ

て、中国における CO2 の排出量を推定したとこ

ろ、2月には 32±12％、3月には 19±15 ％減少し

たと推定されました。これは中国のロックダウン

によって CO2 排出が減少した結果を、大気観測で

検出することに世界で初めて成功したものです。 

 

  

 

 
 

図  国内外への分譲株数の推移と DNAバーコード

情報を整備した単細胞性紅藻の光学顕微鏡写真 

 

 

微生物系統保存施設の公開株数は 3,023株(令和 3

年 3 月末の時点)に達し、様々な目的で国内外の

研究者に利用されました。分譲株数は海外からの

依頼件数が顕著に減少したことで、前年度比

30％減となり、新型コロナウイルスに起因すると

思われる影響を受けましたが、この一方で、令和

2 年度における利用者の成果論文は過去最高の

120 報に達しました。このほか、新規に寄託され

た藍藻株と緑藻株等の 100 株を新たに永久冷凍保

存へ移行し、生態毒性試験推奨株の高品質ゲノム

配列の解読、単細胞性紅藻 21 株の DNA バーコー

ディング、及び保存株の地理的情報の整備と地球

規模生物多様性情報機構への登録及び公開(令和

2年度は 100件)に取り組みました。 
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【湖沼長期モニタリング】 
茨城県霞ヶ浦及び北海道の摩周湖の様々な観測データの提供を日本語及び英語で行いました。また、国

連環境計画(UNEP)や世界保健機関(WHO)等の国際機関によって進められている淡水水質の監視プロジェク

トであるGEMS/Water事業のフォーカルポイントとして、霞ヶ浦及び摩周湖に加えて地方公共団体から提供

される河川・湖沼における水質データを、国際水質データベースGEMStatへ登録を行いました。特に霞ヶ

浦における水質観測では高頻度自動観測ブイを設置することで観測の強化を進めています。 

 

 

 

 

（衛星観測に関する研究事業） 
 

2009年に打ち上げた温室効果ガス観測技術衛星（GOSAT）に関しては宇宙航空研究開発機構（JAXA）か

らのデータ受領、高次データ処理のバージョンアップ、作成したプロダクトの保存と配布、検証を引き続

き実施しました。また、2018年11月に打ち上げた温室効果ガス観測技術衛星2号機（GOSAT-2）に関しては

レベル2及びレベル4処理の試験的実施やその結果の分析、地上データを用いた検証などを進めるとともに、

FTS-2 SWIRレベル2（フルフィジクス法）プロダクトを含む一部のレベル2プロダクトの一般公開を開始し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 霞ヶ浦における底層溶存酸素と表層pHの時系列

変化 

 

 

令和 2 年度の夏季に、多項目水質センサーや各種

ロガーを装着した観測ブイを霞ヶ浦の高浜入りの

湖上に設置しました。台風などに耐えうるブイシ

ステムを構築し、10分間隔の高頻度で水質にモニ

タリングを開始しました。このブイシステムによ

る高頻度観測で得られた結果から、霞ヶ浦では、

表層のpHが10以上かつ底層の溶存酸素量が1mg/L

以下になる状態が発生していることが明らかにな

りました。 

 

図  GOSAT2 によって観測した CO2(上 )及び

CH4(下)のカラム濃度の全球分布 

 

GOSATの後継機である GOSAT-2では、従来の GOSATで

は得られなかった海域や雲の多い熱帯域などでもデ

ータが得られるようになり、全球的に観測域が大幅

に広がりました。実際に、二酸化炭素などの濃度を

導出できた観測データの数は GOSAT が 11000 個強で

あるに対し、GOSAT-2 では 25000 個程度とおよそ 2.3

倍になっています。これは主に温室効果ガス観測セ

ンサ 2 型（FTS-2）の新機能である「インテリジェン

トポインティング」（FTS-2 の内部に設置されたカメ

ラを用いて雲のある領域をリアルタイム識別し、

FTS-2の観測場所を雲のない場所に自動的に切り替え

る機能）や衛星進行方向のポインティング可能角度

範囲の拡大（海域のサングリント観測に関係する）

の効果と考えられます。GOSAT-2 FTS-2データからフ

ルフィジクス法で求めた二酸化炭素などの濃度につ

いては、地上に設置された高分解能フーリエ変換分

光計ネットワーク（TCCON）のデータを用いた検証を

進めています。 
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（子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）に関する研究事業） 
全国10万組弱の子どもと両親を対象としたデータ及び生体試料等の集積・保管業務、全国15のユニット

センターにおける業務の支援等を行うとともに、令和元年度から学童期検査（小学2年生）を開始し、今

年度においても新型コロナウイルス感染症対策を行いながら調査を実施しました。成果発表の基盤となる

データベースの整備や試料管理、環境測定に関わる資材の調整や分析、検査マニュアル整備や研修の実施、

ニュースレターによる参加者への成果還元などを行いました。 

 

1-(3)国内外機関とのネットワーク・橋渡しの拠点としてのハブ機能強化 
のべ179の地方環境研究機関と9の共同研究課題を実施したのに加えて、琵琶湖分室が地元企業との共同

で開発を進めてきた高分子溶存有機物の分析装置の市販化が決定し、地方創生・環境ビジネスへの貢献も

行いました。さらにSDGsの実現に関連して、アジア12カ国への国別の低・脱炭素シナリオを定量化するモ

デルの開発支援や、フィンランド国立環境研究所(SYKE)等との共同観測等の研究を通じて国際連携を進め

ました。研究成果の普及・還元の一環としては、NIES国際フォーラム等のシンポジウムとワークショップ

等を開催し、ハブ機能の強化を図りました。 

 

鉛のばく露が人体に悪影響を及ぼすことが知

られていますが、我が国においてはガソリン

や塗料中の鉛使用が規制されたこともあり、

日常生活環境での高濃度ばく露は極めて少な

くなりました。しかしながら、今日の環境に

おける低濃度の鉛のばく露でも影響があるこ

とが海外における研究で報告されるようにな

りました。これに対し、我が国における全国

的な大規模調査はこれまでにありませんでし

た。 

そこで、エコチル調査では妊娠中の母親の

妊娠中期及び後期の血中鉛濃度とその母親か

ら生まれた子どもの出生時の体重・身長・頭囲及び SGA との関連について解析を行いました。この結

果、男女とも、妊娠中の血中鉛濃度が高いと、低い場合と比べて胎児の成⻑が抑制される可能性が示

唆されました。 

 

 

 

←アジア各国の 20 の研究機関から研究者にオン

ラインで登壇いただき延べ 500名を超える参加

者を得て、オンライン形式で NIES 国際フォー

ラムを開催しました。持続可能なアジアの実

現に重要な課題（COVID-19 後の地球環境研

究・アジア諸国の健康問題における環境要

因・アジアにおける持続可能な消費と生産

（SCP））について、今後進むべき方向を議論

しました。 

 

 

←日韓中 3 カ国環境研究機関長会合（TPM）が国

環研主催でオンライン開催され、気候変動適

応と環境研究での AI 活用を既存の 4 つの潜在

協力研究分野（大気、水、気候変動及び環境

保健）に加えて、共同研究の可能性を探るこ

とが話し合われました。 

図 母体血中の鉛濃度と出生時体格との関連性 
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 1-(4)研究成果の積極的な発信と政策貢献・社会貢献の推進 
 

研究成果の誌上・口頭発表は引き続き第3期中期目標期間内の同時期よりも多く、Natureなどの発表論

文の相対被引用度の高い論文を発表することができました。また、研究所の公開シンポジウムをオンライ

ンにて市民の方々に配信するのと同時に、インターネットを通じた情報発信、オープンサイエンスの推進

を積極的に行いました。多くの研究者が、国や地方公共団体の審議会、各種委員会等に参画し、研究成果

や知見の提供等を通じて幅広い政策立案等に貢献しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑研究所の公開シンポジウムでは、都市にまつわる環境問題について、「ごみ」「交通」「大

気」「海」「都市温暖化」の 5 つのテーマで「いま何がおきているのか」を知ってもらうた

め、研究者がオンラインで講演を行い、最新の研究の一端を紹介しました。視聴された市民

の皆様からはチャット等を通じた質問がよせられ、活発で有意義な意見交換を行うことがで

きました。 

 

論文発表数 

 

 

R2年度 

 誌上発表件数  871 件 

 口頭発表件数  961件 

 

政策貢献 

 

国や地方公共団体等の審議会、検討会、委員会等の政策検討の場に参画し、研究成

果や知見等を提示するなど、国環研の科学的知見を環境政策の検討に活かすように努

めました。参加件数等も第 3中期目標期間を大きく上回っています。また、審議会等

への参画以外も含め、主な政策貢献事例とその結果をみると、研究分野全体としては

制度面での貢献が多くを占めています。 

 

＜令和 2 年度の主な貢献事例 集計結果＞ 

貢献結果（アウトカム）の分類※ 件数 

Ⅰ:制度面 
反映がなされたもの 128 

277 
反映に向けて貢献中のもの 149 

Ⅱ:制度面 

以外 

反映がなされたもの 29 
51 

反映に向けて貢献中のもの 22 

※貢献対象が重複しているものがある。 

 

ー36ー

https://youtube.com/playlist?list=PLFTJlLsZcVbhN-A83SEAG0lM6Rq3FpCcQ


 

 

２．環境情報の収集、整理及び提供に関する業務 

 

環境の状況等に関する情報や環境研究、環境技術等に関する情報について適切に実施し、また、情報更

新等のほか、分かりやすい情報提供のため、「環境展望台」の各コンテンツにおいて改修を実施しています。

環境GISについては、利用者に応じた活用ができるよう、新システムの詳細設計の検討を進め、Webアプリ

ケーションの開発を行いました。 

特に、「環境展望台」利用者が環境情報にたどり着きやすくするために収集、整理及び提供している情

報源情報（メタデータ）については、新たに2,882件を提供し、年度目標である2,400件を大きく超えて達

成することができました。 

 

 

 

 

３．気候変動適応に関する業務 

 

国内外の研究機関・地方公共団体等と連携しつつ研究・協働体制の整備と学際的な研究の推進に取り組

み、研究成果を気候変動適応法に基づく地方公共団体等への技術的支援等につなげることにより、特に地

域における研究成果の社会実装を進めました。研究機関との連携に関しては、気候変動適応に関する研究

等を実施している国の機関や独立行政法人と連携に向けて個別の意見交換を重ね、適応に関する具体的な

連携・協働を深めるための場として、21機関が参画する「気候変動適応の研究会」を設置し、令和2年10

～12月にかけて計3回開催しました。さらに、国際的な連携・協働に関しては、「アジア太平洋気候変動適

応情報プラットフォーム（AP-PLAT）」について影響評価データや適応関連情報コンテンツの拡充を行うと

ともに、タイ気候変動適応情報プラットフォーム（T-PLAT）の公開支援やラオス及びカンボジアへの影響

評価情報の提供のほか、アジア太平洋適応ネットワーク（APAN）が主催する気候変動適応フォーラム（ホ

スト国：日本）にてアジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）らと共同セッションを立ち上げ、AP-

PLATの紹介を行いました。 

また、地方公共団体等への技術的支援の一環として、意見交換会の実施や国内向けの情報基盤である気

候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）の「地域の適応」ページの改修、適応情報コンテンツの拡充、

地域気候変動適応センターが適応に関する情報交換や知見の共有を行うオンライン・プラットフォーム

「A-PLAT Lab」の運用開始を行い、さらに研修や共同研究の枠組みの創設など多様な人材育成・人材確保

に繋がる取り組みとともに、ワークショップの開催等、民間事業者の適応策を進めるための情報発信・交

流の場を設け、協働に繋がる取り組みを進めました。 

 

 

 

 

 

 

←新システムを用いた環境 GIS(例) 

令和 4年度から高等学校において地理総合が

必修となり、GIS を用いて学ぶこととされて

いること等を踏まえ、環境 GISが教育分野な

ど多方面に貢献できるよう、スマートフォ

ンやタブレットでも表示できるレスポンシ

ブ対応に改修しました。 
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詳細につきましては、業務実績等報告書をご覧ください。 

 

（2）当中長期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

 

区分 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

評定（※） A A A A - 

  

※ 評語の説明 

Ｓ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運

営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の

創出の期待等が認められる。 

Ａ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運

営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待

等が認められる。 

Ｂ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて

成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適

正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：当該国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、当該法人の活動による成果、

取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適

正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等を求

める。 

  

・国の機関、独法との気候変動適応の研究会 

 
 

「気候変動適応に関する国の研究機関との連携推

進」 

気候変動、農業・林業・水産業、水環境・水資源、自

然災害・沿岸域、自然生態系、健康、産業・経済活動、

国民生活・都市生活等に関する研究開発を行う国の研

究機関との協力し、あらゆる分野の気候変動影響や適

応に関する科学的知見を地方公共団体に提供すること

を通じて地域の気候変動適応に関する施策推進に貢献

するための具体的な連携方策を議論する場として、国

の機関または独立行政法人（21 機関）が参画する「気

候変動適応の研究会」を設置し、2020年 10～12月に計

3回の会合を開催しました。 

 

・地方公共団体等との連携、支援 

 

「令和 2年度 気候変動適応研修」 

2020 年 7 月 31 日、8月 7 日、8月 28 日の 3回にわた

り、地域の気候変動影響情報の収集・整理や地域気

候変動適応計画の策定方法に関する理解を深めてい

ただくため、地方公共団体、地域気候変動適応セン

ター等の職員を対象とした研修を開催しました。3 回

合計で全国約 90 の地方公共団体等から約 140 名の方

にご参加いただき、活発な議論のもと研修が実施さ

れました。 

ー38ー

http://www.nies.go.jp/kihon/gyomu_hokoku/index.html


 

 

11.予算と決算との対比 

                （単位:百万円） 

 
（注）金額欄の計数は、原則としてそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合致しないものが

ある。 

 

詳細につきましては、決算報告書をご覧ください。 
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https://www.nies.go.jp/kihon/zaimu/2020/3.pdf


 

 

12.財務諸表 

（1）貸借対照表 

                           （単位:百万円） 

 
詳細につきましては、貸借対照表をご覧ください。 

 

（2）行政コスト計算書 

（単位:百万円） 

 
詳細につきましては、行政コスト計算書をご覧ください。 

 

（3）損益計算書 

                      （単位:百万円） 

  
詳細につきましては、損益計算書をご覧ください。 

  

科目 金額
経常費用（＊３） 22,342

研究業務費 21,051
人件費 5,251
減価償却費 1,644
その他 14,156

一般管理費 1,236
人件費 1,056
減価償却費 33
その他 148

財務費用 39
その他 16

経常収益 23,725
補助金等収益等 20,070
自己収入等 2,845
その他 809

臨時損失（＊４） 8
臨時利益 10
その他調整額 21

当期総利益（＊６） 1,407
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https://www.nies.go.jp/kihon/zaimu/2020/1-1.pdf
https://www.nies.go.jp/kihon/zaimu/2020/1-2.pdf
https://www.nies.go.jp/kihon/zaimu/2020/1-3.pdf


 

 

 

（4）純資産変動計算書 

（単位:百万円）    

 
詳細につきましては、純資産変動計算書をご覧ください。 

 

（5）キャッシュ・フロー計算書 

（単位:百万円） 

 
詳細につきましては、キャッシュ・フロー計算書をご覧ください。 

 

 

（参考）資金期末残高と現金及び預金との関係 

（単位:百万円） 

    

 

当期首残高 36,793 ▲ 14,681 322 22,434

当期変動額 - ▲ 672 1,385 713

その他行政コスト
（＊５）

- ▲ 757 - ▲ 757

当期総利益
（＊６）

- - 1,407 1,407

その他 - 85 ▲ 21 64

当期末残高（＊２） 36,793 ▲ 15,353 1,707 23,147

純資産合計利益剰余金資本剰余金資本金
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https://www.nies.go.jp/kihon/zaimu/2020/1-4.pdf
https://www.nies.go.jp/kihon/zaimu/2020/1-5.pdf


 

 

13.財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

（1）貸借対照表 
当事業年度末現在の資産合計は44,788百万円、前年度末比1,772百万円の増（4.12％の増）です。

これは建物が前年度比1,018百万円の増（2.95％の増）となったことが主な要因です。 

また、負債合計は21,641百万円、前年度比1,059百万円の増（5.14％の増）です。これは、未払

金が前年度比4,371百万円の増(81.90％の増)となったことが主な要因です。 

 

（2）行政コスト計算書 
当事業年度の行政コストは、23,107百万円、前年度比1,210百万円の増（5.53%の増）です。こ

れは研究業務費が前年度比3,039百万円の増（16.87%の増）となったことが主な要因です。 

内訳は損益計算書上の費用が22,350百万円、その他行政コストが757百万円となっております。 

 

（3）損益計算書 
当事業年度の経常費用は22,342百万円、前年度比3,005百万円の増（15.54％の増）です。これ

は、当研究所の研究業務に要した費用が前年度比3,039百万円の増（16.87％の増）となったこと

が主な要因です。 

また、経常収益は23,725百万円、前年度比4,356百万円の増（22.49％の増）です。これは、運

営費交付金収益が前年度比4,497百万円の増（29.10％の増）となったことが主な要因です。 

なお、臨時損失8百万円（固定資産除売却損等）、臨時利益10百万円（資産見返運営費交付金戻

入等）及び前中長期目標期間繰越積立金取崩額21百万円を計上した結果、当事業年度の当期総利

益は1,407百万円と前年度比1,343百万円の増（2,127.78％の増）となっています。 

 

（4）純資産変動計算書 
当事業年度の純資産は、その他行政コストが757百万円減少した結果、23,147百万円となりまし

た。 

 

（5）キャッシュ・フロー計算書 
当事業年度の業務活動によるキャッシュ・フローは2,059百万円、前年度比1,889百万円の減

（47.85％の減）です。これは研究業務経費及び一般管理経費支出が前年度比1,794百万円の増

（16.92％の増）となったことが主な要因です。 

また、投資活動によるキャッシュ・フローは前年度▲1,129百万円に対し、▲1,572百万円とな

っています。これは、研究業務に必要な有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が前年

度▲1,478百万円に対し、▲1,735百万円となったことが主な要因です。 

財務活動によるキャッシュ・フローは前年度▲397百万円に対し、▲554百万円となっています。

これは、リース資産に係るリース債務の返済による支出が前年度▲397百万円に対し、▲554百万

円となったことが要因です。 

 

 

14.内部統制の運用に関する情報 
国環研は、役員（監事を除く。）の職務の遂行が独立行政法人通則法、国立研究開発法人国立環境研

究所法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保する

ための体制の整備に関する事項を業務方法書第7章に定めていますが、主な項目とその実施状況は次の

通りです。 

 

＜内部統制の運用（業務方法書第25条、第29条）＞ 

 役員（監事を除く。）の職務の執行が関係法令に適合することを確保するための体制、その他独立行

政法人の業務の適正を確保するための体制の整備等を目的とした内部統制委員会を設置し、継続的にそ

の見直しを図るものとしています。令和2年度においては3月に開催しています。 

 

＜監事監査・内部監査（業務方法書第33条、第34条）＞ 

 監事は、国環研の業務と会計に関する監査を実施しています。監査の結果は、監査報告書としてとり

まとめ、理事長及び環境大臣に提出し、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は

環境大臣に意見を提出することができるとしています。 

ー42ー

https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/gyomu_hohosyo.pdf
https://www.nies.go.jp/kihon/zaimu/2020/4-1.pdf


 

 

また、理事長は、国環研の財産及び業務について、合理的かつ能率的な運営に寄与することを目的に、

監査室による内部監査を実施しています。結果については、内部監査報告書として報告をさせ、監査を

受けた内部組織は、結果に応じて、改善措置状況を理事長に報告することとしています。 

 

＜入札及び契約に関する事項（業務方法書第36条）＞ 

入札及び契約に関し、監事及び外部有識者から構成される「契約監視委員会」を設置しており、競争

性確保のため随意契約等の点検・見直し等を行っています。また、契約事務の適切な実施等を目的とし

て契約事務取扱細則に基づき、「契約審査委員会」の設置等を行っています。令和2年度においては契約

監視委員会を2回開催し、契約審査委員会は14回開催しています。 

 また、入札不調等により中長期計画の達成が困難となる場合の対応方針や談合情報がある場合の緊急

対応についても要領等を定めています。 

 

＜予算の適正な配分（業務方法書第37条）＞ 

運営費交付金等を適正に配分するため、年度当初において、前年度の評価結果を踏まえつつ、幹部会

での検討を経て理事会において予算配分案について審議・承認を得るとともに、年度途中においても必

要に応じて予算配分の見直しを行っています。また、第2四半期終了後に幹部会において各ユニットか

ら業務実施状況の報告を求めるとともに、第3四半期末に収益化単位の予算の配分確定を行い幹部会に

報告しています。 

 

 

15.法人の基本情報 

（1）沿革 
昭和49年３月 国立公害研究所として発足 

平成２年７月 全面的改組、国立環境研究所と改称 

平成13年４月 独立行政法人国立環境研究所として設立 

第１期中期計画（始期：平成13年度、終期：平成17年度） 

第２期中期計画（始期：平成18年度、終期：平成22年度） 

第３期中期計画（始期：平成23年度、終期：平成27年度） 

     平成27年４月 国立研究開発法人国立環境研究所と改称 

     第４期中長期計画（始期：平成28年度、終期：令和２年度） 

 

（2）設立に係る根拠法 
国立研究開発法人国立環境研究所法（平成11年法律第216号） 

 

（3）主務大臣 
環境大臣（環境省大臣官房総合政策課環境研究技術室） 
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（4）組織図（令和3年3月31日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）事務所（従たる事務所を含む）の所在地 

〒305－8506 茨城県つくば市小野川16－２ 電話番号：029－850－2314 

 

（6）主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 
 

＜一般財団法人地球・人間環境フォーラム＞ 

 ○概要 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔研究事業連携部門〕 〔研究実施部門〕
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究
セ
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ー

監事理事長

理事

監査室

名称 業務の概要 独立行政法人との関係

理事
炭谷　茂 平野　喬 坂本　有希
上野川　智子 萩原　富司 三橋　規宏
鷲田　伸明

監事

島崎　俊和

○関連公益法人等と当法人の取引の関連図

役員の氏名

一般財団法人地球・人間
環境フォーラム

内外の環境問題に関する
科学的な調査研究の実
施等

研究業務等の委託

国立研究開発法人国立環境研究所 一般財団法人地球・人間環境フォーラム研究業務等の委託

ー44ー



 

 

 

（7）主要な財務データの経年比較 

（単位:百万円） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

①予算                                   （単位:百万円） 

区   分 研究業務 情報業務 適応業務 共 通 合 計 

収入       

  運営費交付金 12,319 1,110 1,747 1,338 16,514 

  施設整備費補助金 - - - 318 318 

  受託収入 3,358 1 277 - 3,636 

計 15,677 1,111 2,024 1,656 20,468 

支出       

  業務経費 9,658 1,008 1,610 372 12,649 

  施設整備費 - - - 318 318 

  受託経費 3,358 1 277 - 3,636 

  人件費 2,661 102 136 512 3,411 

  一般管理費 - - - 455 455 

計 15,677 1,111 2,024 1,656 20,468 
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②収支計画                                 （単位:百万円） 

区          別 研究業務 情報業務 適応業務 共 通 合 計 

費用の部       

  経常経費 14,961 1,027 1,905 2,434 20,327 

     研究業務費 8,797 918 1,467 339 11,521 

     受託業務費 3,358 1 277 - 3,636 

     人件費 2,661 102 136 512 3,411 

     一般管理費 - - - 414 414 

     減価償却費 145 5 25 1,170 1,345 

  財務費用 - - - - -  

  臨時損失 - - - - -  

収益の部 14,961 1,027 1,905 2,434 20,327 

  運営費交付金収益 11,458 1,021 1,603 1,264 15,346 

  受託収入 3,358 1 277 - 3,636  

  寄付金収益 - - - - -  

  資産見返運営費交付金戻入 145 5 25 1,170 1,345 

  財務収益 - - - - -  

  臨時利益 - - - - -  

純利益 - - - - -  

目的積立金取崩額 - - - - -  

総利益 - - - - -  

 

③資金計画                                  （単位:百万円） 

  区          別 研究業務 情報業務 適応業務 共 通 合 計 

資金支出 14,942 1,026 1,901 2,599 20,468 

   業務活動による支出 14,816 1,021 1,880 1,265 18,982 

      研究業務費 8,797 918 1,467 339 11,521 

      受託業務費 3,358 1 277 - 3,636 

      その他経費 2,661 102 136 926 3,825 

   投資活動による支出      

    有形固定資産の取得による支出 126 4 22 1,334 1,486 

   財務活動による支出 - - - - - 

   次期中長期目標期間への繰越金 - - - - - 

        

資金収入 14,942 1,026 1,901 2,599 20,468 

   業務活動による収入 14,942 1,026 1,901 2,281 20,150 

    運営費交付金による収入 11,584 1,025 1,624 2,281 16,514 

    受託収入 3,358 1 277 - 3,636 

   投資活動による収入       

    施設整備費による収入 - - - 318 318 

   財務活動による収入 - - - - - 

   前年度からの繰越金 - - - - - 

詳細につきましては、年度計画をご覧ください。 
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16.参考情報 

（1）要約した財務諸表の科目の説明 

 
①貸借対照表 

現 金 ・ 預 金 等 ： 預金など 

 

有 形 固 定 資 産 ： 土地、建物、機械装置、車両、工具など独立行政法人が長期にわたって

使用または利用する有形の固定資産 

未 払 金 ： 未だ支払っていない代価のうち、本業の営業活動以外によるもので、支

払期日が1年以内に到来する金額 

資 産 見 返 負 債 ： 運営費交付金、寄附金及び補助金等により償却資産を取得した場合に計

上される負債 

政 府 出 資 金 ： 国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成するもの 

資 本 剰 余 金 ： 国から交付された施設費や寄附金などを財源として取得した資産で独立

行政法人の財産的基礎を構成するもの 

利 益 剰 余 金 ： 独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

 

 

 

②行政コスト計算書 

損 益 計 算 上 の 費 用 ： 独立行政法人の損益計算書に計上される経常費用、臨時損失等

の費用 

そ の 他 行 政 コ ス ト ： 政府出資金や国から交付された施設費等を財源として取得した

資産の減少に対応する、独立行政法人の実質的な会計上の財産

的基礎の減少の程度を表すもの 

行 政 コ ス ト ： 独立行政法人のアウトプットを産み出すために使用したフルコ

ストの性格を有するとともに、独立行政法人の業務運営に関し

て国民の負担に帰せられるコストの算定基礎を示す指標として

の性格を有するもの 

 

③損益計算書 

業 務 費 ： 研究業務費 独立行政法人の研究業務に要した費用 

一般管理費 独立行政法人の一般管理業務に要した費用 

人 件 費 ： 給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の職員等に要する経費 

減 価 償 却 費 ： 業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用として

配分する経費 

財 務 費 用 ： 利息の支払や、債券の発行に要する経費 

補 助金等収益等： 国・地方公共団体等の補助金等、国からの運営費交付金のうち、当期の

収益として認識した収益 

自 己 収 入 等 ： 手数料収入、受託収入などの収益 

臨時損失（利益）： 固定資産の売却損益、災害損失、不要財産に係る国庫納付等が該当 

そ の 他 調 整 額 ： 法人税、住民税及び事業税の支払、目的積立金の取崩額が該当 

 

 

 

④純資産変動計算書 

当 期 末 残 高 ： 貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 
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⑤キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー： 独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を

表し、サービスの提供等による収入、原材料、商品又

はサービスの購入による支出、人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー： 将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活

動に係る資金の状態を表し、固定資産や有価証券の取

得・売却等による収入・支出が該当 

財務活動によるキャッシュ・フロー： 増資等による資金の収入・支出、債券の発行・償還及

び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び

返済、不要財産等に係る国庫納付などが該当 

 

 

 

（2）その他公表資料等との関係の説明 

 

事業報告書に関連する報告書等として、以下の報告書等を作成しています。 

① 財務諸表等 

② 業務実績等報告書 

③ 環境報告書 

 

 

以上 
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